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第１章 下関市景観基本計画について 

 

 

１－１ 景観基本計画策定の背景・目的                

平成 17年に旧下関市と旧豊浦郡４町（菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町）の合併により
誕生した新下関市は、歴史ある都市美だけではなく、関門海峡や美しく長い山陰海岸、農

漁村風景など魅力的な景観と豊かな自然環境に恵まれています。 

 

近年、社会が成熟化の段階を迎える中で、良好な「景観」の果たす役割の大きさが改め

て認識されており、景観に関する我が国初の総合的な法律である「景観法」が制定される

など、景観に関する関心が益々高まっています。また、そのような中で、様々な都市活動

に伴う景観の悪化が問題ともなっています。 

 

旧下関市地域においては、これまで「下関市都市景観形成基本計画（平成7年）」を策定

し、主に都市景観について景観形成推進を行ってきましたが、旧 4町区域においては、景

観に関する基本的な指針が定められていない状況にありました。 

 

そのため、本計画は、「景観法」の制定にあわせ、新市としての一体的、総合的な景観施

策の展開を図るための基本的な方針を示すものであり、今後は、本計画に基づき、本市の

持つ特徴や個性を十分に活かした総合的な景観形成を推進していくこととします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下関市景観基本計画 

深い歴史と豊かな自然に恵まれた下関市の景観を、市民の共有財産

として位置づけ、全市及び各地域の景観形成の基本的な考え方を明

らかにする。 

景観基本計画策定の背景 

①景観に関する関心の高まり（景観法等） 
②新下関市の総合的な景観施策の展開の必要性 
③各地域の個性を活かした、 
市民、事業者、行政の協働による景観形成の推進 

４ つ の 役 割 

①新しい下関市の景観形成に関する共通目標の構築 
②景観形成に関する市民意識の醸成 
③景観形成上先導的役割を担う施策の展開を提示 
（景観法等の活用） 
④市民、事業者、行政の適切な役割分担と協働のしくみの構築 

関 

連 

計 

画 

と 

の 

連 

携 

図 1-1 景観基本計画策定の背景と役割 
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１－２ 景観まちづくりの目的と効果        

まちづくりの全般に通じる「景観まちづくり」には、長い時間や努力が必要ですが、都

市活動や市民生活のあり方など、我々の日常の営みの積み重ねによってより良いものにし

ていくことが可能です。このため、我々一人ひとりが景観についての意識を高め、身近な

ところからの景観づくりを市民・事業者・行政の協働によって持続的に進めていくことが

大切です。 
また、景観は土地利用のあり方に大きな影響を受けるため、その場所に応じて、保全、

開発、活用等の整備手段や計画性といったビジョンを持つことが重要です。 
さらに、特色ある地域資源を人と景観とのつながりの中で活用し、魅力を高めながら観

光や交流など地域の活性化につなげていく必要があります。 
こうした考えのもと、本市では、観光振興や交流促進、快適な生活環境の創造などに寄

与する「景観まちづくり」を推進することで、市の目指すべき将来像である「自然と歴史

と人が織りなす交流都市」の実現を目指していきます。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1-2 下関市の景観まちづくりの目的と効果 

「自然と歴史と人が織りなす交流都市」の実現 

地域経済に 

活気が生まれる 

市民・事業者・行政の 

意識が向上する 

市民が誇りの 

持てるまちになる 

住む人（市民・事業者・行政）と訪れる人の交流による 

美しい下関市の景観形成・・・ 

生活のアメニティ（質）の保全 

良好な景観を守り・育むことにより、 
市民生活の質を保全・向上させる。 

 

地域の価値の発見と共有 

地域で暮らす人々が地域の価値を発見

し、それを互いに共有し育んでいく。 
 

観光振興・交流促進 

地域の景観資源を活用し、観光都市として

多くの人を魅了するまちをつくる。 
 

景観まちづくり 
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１－３ 景観基本計画の位置づけ                   

下関市景観基本計画は、既に策定されている「下関市都市景観形成基本計画」や「関門

景観基本構想」などの景観形成に関する計画を踏まえて、新市の景観形成の方針を示し、

まちづくりや観光振興施策などの関連計画との連携を図りながら継続的な景観まちづくり

の展開を行うものです。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

図 1-3 景観基本計画の位置づけ 
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１－４ 景観基本計画の策定にあたって                

景観基本計画の策定にあたっては、事前に市民アンケートを行い、市民の景観への意識

や意向を把握したうえで、その結果を反映しています。 
調査の概要は次のとおりです。 

 
（１）アンケートの目的 
市民アンケートは、以下の内容を把握することを目的に実施しました。 

 
①市民の景観に対する関心の把握 
②市内の景観資源の発掘 
③各地域の景観特性の把握 
④景観形成上の問題点・課題の把握 
⑤今後の景観形成に関する取り組みに対する意向の把握 

 
 
（２）アンケート概要 
市民アンケートは全市を対象に実施し、概要は以下のとおりです。 

 
①対 象 地 域：下関市（旧下関

しものせき

地区、菊川
きくがわ

地区、豊田
と よ た

地区、豊浦
とようら

地区、豊北
ほうほく

地区） 
②対  象  者：１８歳以上、８０歳以下の全市民 
③配布・回収数： 

配布…３，０００票 
回収…  ９０７票（回収率３０．２％） 

（白紙無効６票は含まない） 
⑤抽 出 方 法：住民基本台帳による地域別無作為抽出 

（合併前の旧市町を最小集計単位とし、各地区で回収数が５０票以上確保できるよう地区別の配布数を補正） 
⑥実 施 時 期：平成１８年１２月９日（土）～１２月２２日（金） 
⑦実 施 方 法：郵送配布・郵送回収方式 
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１－５ 景観基本計画の構成                     

下関市景観基本計画は、下関市の良好な景観の形成に向けて、新市としての一体的、総

合的な景観施策の展開を図るための基本的な方針を示すものであり、次の７章により構成

さます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

下関市景観基本計画 
 

景観まちづくり 

第１章 下関市景観基本計画について 

 

第２章 景観資源及び景観特性 第３章 下関市の景観の問題・課題 

第５章 骨格景観の景観形成方針 

 
 
 

第４章 景観まちづくりの目標・基本方針 

第６章 地域別景観形成方針 

第７章 景観まちづくりの実現化方策 

図 1-4 景観基本計画の構成 

下関市の景観まちづくりについての考え方を示しています。 

景観基本計画を策定する背景や目的、景観まちづくりの目的や効果、および景観基本

計画の位置づけなどについて示しています。 

市民アンケートなどを基に下関市

の景観資源と景観の特性について

整理しています。 

下関市の景観の問題点や課題を明

らかにしています。 
 

下関市らしい景観まちづくりを進めるための基本理念や目標を定めるとともに、目

標を展開するための基本方針を示しています。 

下関市の景観を特徴づける全市的な骨格景観（ゾーン、軸など）について、良好な

景観形成のための方針を示しています。 

市内を５つの地域に区分し、地域での景観まちづくりを推進するための景観形

成方針を示しています。 

下関市の良好な景観まちづくりの実践に向けた実現化方策や、景観まちづくり

の推進体制について示しています。 



 

 


